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決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 当社は、本日開催の取締役会において、決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更について 2022

年 12月 23日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．決算期（事業年度の末日）の変更 

（１）変更の理由 

 当社の決算期（事業年度の末日）は、12 月 31 日としておりますが、事業の繁忙期と決算期の重複を避け、

グループ経営管理等における効率的な業務運営と適切な決算開示を推進するため、決算期（事業年度の末日）

を１月 31 日に変更するものです。 

 
（２）変更の内容 

現在 毎年 12 月 31 日 

変更後 毎年１月 31 日 

 
 進行期であり、決算期変更の経過期間となる第 12 期は、2022 年１月１日から 2023 年１月 31 日までの 

13 ヶ月決算となる予定です。 

 
（３）今後の見通し 

 決算期（事業年度の末日）の変更は、2022 年 12 月 23 日開催予定の臨時株主総会において、定款の一部変

更が承認されることが条件となります。 

 
２．定款の一部変更 

（１）変更の理由 

 決算期及び剰余金の配当の基準日の変更に伴い、定款第 48 条、第 50 条を変更し、経過措置として新たに

附則を設けるものです。 
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（２）変更の内容 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第１条〜第47条 
条文省略 

第１条〜第47条 
現行どおり 

第48条（事業年度） 
当会社の事業年度は、毎年１月１日から12月31日
までとする。 

第48条（事業年度） 
当会社の事業年度は、毎年２月１日から翌年１月
31日までとする。 

第49条 
条文省略 

第49条 
現行どおり 

第50条（剰余金の配当の基準日） 
当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年３月 31 日、
６月 30 日、９月 30 日、12 月 31 日とする。 

第50条（剰余金の配当の基準日） 
当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年４月 30 日、
７月 31 日、10 月 31 日、１月 31 日とする。 

第51条 
条文省略 

第51条 
現行どおり 

附則 
１～２ 
条文省略 

附則 
１～２ 
現行どおり 

３.本附則は、施行日から６ヶ月を経過した日ま
たは前項の株主総会の日から３ヶ月を経過した日
のいずれか遅い日後にこれを削除する。 

３.附則１～３は、施行日から６ヶ月を経過した
日または前項の株主総会の日から３ヶ月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 

新設 ４.第48条（事業年度）の規定に関わらず、第12
期事業年度は、2022年１月１日から2023年１月31
日までの13ヶ月間とする。 

新設 ５.附則４及び５は、第12期事業年度経過後これ
を削除する。 

 

（３）日程 

 定款変更のための臨時株主総会開催日  2022 年 12 月 23 日 

 定款変更の効力発生日         2022 年 12 月 23 日 

 

以 上 


